
県南広域振興局長告示第135号 

 障害者自立支援法（平成17年法律第123号）第46条第２項の規定により、指定障害福祉サービス事業者が指定障害福祉サービス事

業を廃止しようとする旨次のとおり届出があった。 

  平成24年９月11日 

             県南広域振興局長 田 村 均 次  

１ 短期入所 

事業所番号 事業所の名称 事業所の所在地 廃止年月日 

0310900071 ニコニコハウス 一関市三関字小沢68番地３ 平成24年９月30日 

２ 自立訓練 

事業所番号 事業所の名称 事業所の所在地 廃止年月日 

0310900386 
障害福祉サービス事業所ワーク

ジョイかわさき 
一関市川崎町薄衣字高成３番地 平成24年９月30日 

 

 

 

 


		2012-09-07T13:32:22+0900
	岩手県盛岡市内丸10番1号
	岩手県
	発行者証明




